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「京都市海外情報拠点運営事業」に関する業務委託先募集要項 

 

１ 委託業務 

 「京都市海外情報拠点運営事業」に関する業務 

 

２ 委託業務内容 

 別紙「仕様書」のとおり。本業務は京都市からの委託業務である。 

 

３ 応募資格 

 応募の資格者は、次の要件を満たす者とする。 

⑴  本事業の趣旨を十分に理解し、公益に資する意思を持って本事業に参加するものであるこ

と。 

⑵  情報発信や情報収集等の PR 実績が豊富であること。 

⑶ 委託事業の実施に当たり許認可や免許等が必要な場合、その許認可や免許等を受けている

こと又はその見込みがあること。 

⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑸ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等に準ずる者でないこと。 

⑹ 自らが提案した企画・運営内容を自らが遂行するのに必要な経営基盤を有し、かつ資金等

について十分な管理能力を有していること。 

⑺  日本国および応募者が所在する国・地域で求められる個人情報保護規定に準拠した業務体

制を取っていること、ならびに、日本国および応募者が所在する国・地域で求められる個人

情報保護規定に準拠した業務委託契約を締結すること。 

 

４ 募集期間 

 2025 年 3 月 13 日（木）から 2025 年 3 月 25 日（火）正午まで（日本時間） 

 

５ 契約条件 

⑴ 契約形態 

   委託契約とする。 

⑵  海外情報拠点設置場所（予定）（計 7 拠点） 

ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリ、シドニー、台北、上海 

※本業務委託先は海外情報拠点設置場所ごとに募集する。 

⑶ 委託金額限度額 

ニューヨーク、ロンドン、パリ、シドニー、台北、上海 550 万円以内 

ロサンゼルス 400 万円以内 

原則として円建てでの支払い。委託費の送金手数料については、委託者の負担とする。 
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⑷ 契約期間 

   2025 年 4 月 1 日（火）から 2026 年 3 月 31 日（火）まで 

⑸ 委託金の支払条件 

   原則として半期ごとの業務完了後、受託者の請求に基づき支払うものとする。 

⑹ その他 

① 受託者は、前年度の受託者及び翌年度の受託者と連携を図り、スムーズな運営移管を図 

ること。 

② 企画提案の内容に基づく見積額は、正当な理由がない限り契約時に増減することは認め 

ない。 

また、提案内容等を勘案して決定するため、委託契約額が見積額と同じになるとは限ら

ないことに留意すること。 

③ 委託候補者となった者は、その地位・権利の譲渡ができないものとし、契約締結後、当

該委託事務全ての履行を再委託することは禁止する。ただし一部の履行を第三者に委託す

る必要があるときは、あらかじめ委託者の承認を得ることとする。 

④ 京都市において議会で審議中である京都市の 2025 年度予算のうち、本業務に関する予

算が採択されない、又は減額された場合、当初条件と異なる契約内容となる、若しくは契

約締結ができない場合があることを受託候補者は了承するものとする。 

なお、この場合において、委託先候補者は何ら異議を述べず、金品等の請求を行わない

ものとする。 

⑤  報告書提出の遅延など業務不履行があった場合には、受託者における違約金の支払い義

務の発生、委託者における業務委託費の一部若しくは全部の支払い義務の解除、契約自体

の解除等の措置を取るものとする。 

 

６ 応募手続等 

 公募に応募するものは、次に示すところにより、企画提案書等を提出するものとする。 

⑴ 担当事務局（提出先） 

   公益社団法人京都市観光協会 

     企画推進課  プロモーション担当宛 

（〒604-0924 京都市中京区河原町二条下ル一之船入町 384 ヤサカ河原町ビル 8 階） 

   電話：075-213-0071  E-mail：promotion@kyokanko.or.jp  

⑵ 各種必要書類の提出 

  ① 提出書類及び提出部数 

   ア 応募資格を満たすことを証明する書類（会社案内（個人の場合は履歴書）、直近の決

算書、実績を示したもの等） 1 部 

   イ 企画提案書（任意様式） 1 部 
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      企画提案書は本事業に関する企画提案を行うものとし、様式は特に定めない。内容に関

しては、別紙仕様書を十分理解したうえで、審査基準を参考に作成するものとする。 

      なお、以下の内容を企画提案書に含むこと 

        ⅰ 活動計画 

        ⅱ ネットワークを有するメディア及びエージェント一覧 

        ⅲ メディアクリッピング実績 

        ⅳ メディア露出提案 

ⅴ 個人情報保護管理体制 

   ウ 見積書（指定様式：別紙①） 1 部 

      提案された業務一切に係る積算根拠を明示すること。 

なお、別予算での追加事業提案に関しては、見積書に記載すること。 

② 提出期限 

    2025 年 3 月 25 日（火） 正午（日本時間） 

③ 提出方法 

    メール（上記(1)に記載のメールアドレス宛） 

⑶ 注意事項 

① 公募手続きにおいて使用する言語は、日本語もしくは英語、通貨は原則として日本国通

貨とする。 

② 失格となる企画提案書 

企画提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格となる場合がある。なお、失格

となった場合は、別途通知するものとする。 

    ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

    イ 記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

    ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

    エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑷ その他 

  ① すべての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

  ② 提出された企画提案書は、受託者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

    ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがある。 

  ③ 提出された書類は、受託者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成するこ

とがある。 

  ④ 提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

  ⑤ すべての提出書類は返却しない。 

 

７ 提案の審査・選定等 

⑴ 審査方法 
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    受託候補者の選定にあたっては、書類による審査を行う。 

⑵ 審査基準 

    評価項目は、次のとおりとし、本事業の趣旨の理解度、企画の水準、実効性、事業実現可

能性、取組体制の事業遂行能力その他事情を総合的に評価し選定するものとする。 

  ① 本事業の趣旨を踏まえ、効果的に実施するための工夫がなされているか。 

  ② 円滑に事業を運営できる体制が確保できるか。 

  ③ 見積経費については妥当か。 

  ④ 仕様書で要求する項目以外のもので、効果的な追加提案があるか。 

⑤  委託者の活動に関して、必要に応じてコンサルティングを行うことが可能であるか。 

⑥ 同種、類似業務の実績が十分であるか。 

⑦ 日本国および応募者が所在する国・地域の法令を遵守した業務を行うことが可能か。 

⑶ 通知 

選定結果については、全提案者に対してメールで通知する。 

⑷ 契約 

受託候補者に選定された者と委託見積限度額の範囲内で交渉し、協議の上契約する。 

なお、上記の交渉が調わなかった場合は、次点の者と交渉するものとする。 

契約内容は、別紙仕様書及び受託候補者の提案書の内容を踏襲するものとするが、物価の

変動等により、やむを得ず契約内容の変更を要する場合は、契約時において委託者と受託候

補者との協議の上内容を決定する。 

 

８ スケジュール（予定） 

2025 年 3 月 1３日（木）      公募開始 

2025 年 3 月 25 日（火）正午   各種必要書類の提出期限 

2025 年 3 月 25 日（火）正午～  審査 

2025 年 3 月 31 日（月）  選定結果通知 

 

９ その他 

⑴ 委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進ちょく状況の確認等、事業の円滑な

実施をするために、定期的に委託者と連絡調整を行うこと。 

⑵ 本事業に係る会計実地検査が行われる場合は、協力すること。 

⑶ 本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は原則として

京都市に帰属するものとする。 
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「京都市海外情報発信拠点運営事業」に関する業務 

見積書 

 

 

項目 金額 備考 

＜基本事業費＞   

人

件

費

等 

人件費(セールスコール、報告書作成等)   

通信・運搬費(電話代、資料送付等)   

交通費   

その他経費   

事

業

費 

○○費   

○○費   

○○費   

   

   

小計   

＜追加事業費＞   

 ○○費   

○○費   

   

   

小計   

合計   

 
別予算での追加事業提
案、等 

別紙① 



   

6 
 

「京都市海外情報拠点運営事業」に関する業務 仕様書 

 

１ 委託業務名 

  「京都市海外情報拠点運営事業」に関する業務 

 

２ 業務目的 

海外における京都観光の継続的なＰＲ活動や旅行動向の情報収集等を拡充し、世界に

おける旅行先としての京都の知名度やブランド力の維持・向上を図るとともに、来訪機

運の醸成や更なる京都観光の質の向上につなげる。 

合わせて、京都市内の一部の時期・時間・場所に集中する観光客の分散化やマナー啓

発等の観光課題対策、京都観光モラル等の京都市が政策として伝えたい情報を、海外の

有力メディアやインフルエンサーの発信力を活用し、より一層効果的かつ的確に情報発

信することで、市民生活と調和した持続可能な観光を促進する。 

 

３ 業務期間 

  ２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで 

 

４ 海外情報拠点設置場所（計７拠点）ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリ、

シドニー、台北、上海 

 

５ 業務内容   

（１）京都市海外情報拠点運営業務 

  ア 情報収集事業 

   (ｱ) 有力メディアの把握と関係構築 

   (ｲ) 社会経済情勢の急激な変化が発生した場合の迅速な情報収集と分析 

  イ 情報発信業務 

   (ｱ) 有力メディアへの京都観光情報の定期的な配信（業界誌、ニュースレター等効

果的なツールを活用） 

   (ｲ) 有力メディア・旅行会社等への京都取材の誘導や記事掲載、京都来訪の商品造

成・販売の促進につなげる積極的な情報提供（取材先等リクエストのヒアリング、

フォローアップ） 

  ウ 京都観光の事務所機能  

   (ｱ) 有力メディア関係者等との連絡調整等、必要と認められる調整業務 

   (ｲ) 遠隔による京都市へのメールインタビュー 

（２）海外の有力な「一般系メディア」への情報発信強化業務 

海外の有力な「一般系メディア」に対し、京都観光モラルや各種マナーの啓発、時期・
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時間・場所の分散化等の観光課題対策など、京都市が政策として伝えたい情報を的確に情

報提供するとともに、実際の報道・記事化につなげるために以下の業務を実施する。 

なお、報道・記事化の目標件数は、令和７年度内に 1件以上とする。 

ただし、ロサンゼルス拠点には本項目の業務を除く。 

  ア 海外の有力な「一般系メディア」のリスト作成 

  イ メディア向け資料の作成と展開 

観光課題対策や京都観光モラル等、京都市が政策として伝えたい情報を取りまと

めた資料を作成し、アでピックアップしたメディアに対し展開（資料の内容につ

いては、観光協会と調整のうえ作成。作成回数については要調整。）。なお、観光

協会又は京都市からの各種情報や資料の提供については、基本的に日本語での対

応となる。 

  ウ 報道・記事化につなげるための働きかけ・サポート 

    単に資料を展開するだけでなく、各メディアに対して積極的に取材依頼の働き掛

けを行い、実際の取材にまでつなげること。 

また、実際の取材活動や記事化が円滑に進むために必要なサポート（事前打合せ、

取材先との調整、スケジュール組み、同行、通訳、移動にかかる手配、取材場所

の確保、取材に必要となる資料・情報の提供等を想定）を行う。 

  エ 報道・記事化のモニター及びクリッピング 

    報道・記事化に至ったものの情報収集、確認及び成果をまとめた資料の作成。 

  オ その他 

    当協会が必要と認めた提案内容。 

（３）海外インフルエンサーの発信力を活用した情報発信業務 

ＳＮＳ等での強力な情報拡散が期待できるインフルエンサーを通じて、情報を発信する。 

  ア インフルエンサー選定業務 

   (ｱ) 有識者等の意見を踏まえ、当協会と協議の上、各対象地域に影響力を持つ者か

ら１～２名選定すること。なお、各対象地域での情報拡散において強い影響力

を持つ者であれば、日本在住の者も対象とする。 

   (ｲ) 選定に当たっては、過去にＪＮＴＯや他都市等による委託業務において、プロ

モーションを実施した実績も考慮すること。 

  イ インフルエンサー招請業務 

(ｱ) インフルエンサーからの問い合わせ・相談対応 

(ｲ) インフルエンサーへの画像等情報提供 

(ｳ) 取材に伴う移動や宿泊、食事、文化体験等の選定、助言等 

(ｴ) 取材時のガイド・アテンド等（状況に応じて当協会と協議） 

(ｵ) その他、招請・ファムツアーを円滑に実施するために必要と認められる支援 

  ウ 発信内容等の調整業務 
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    選定したインフルエンサーによる情報発信に向けて、以下の点に留意のうえ、あ

らかじめ発信内容等の調整を行うこと。 

   (ｱ)  取材先や発信内容については、事前に当協会と協議のうえ、決定すること。 

   (ｲ) 「京都市ソーシャルメディアガイドライン」に基づき、当協会が指定するハッ

シュタグや文言を挿入し、広告であることが分かるようにすること。 

   (ｳ)  京都観光オフィシャルサイトのＵＲＬや観光協会が保有するＳＮＳのアカウ

ントを掲載すること。また、閲覧者が参照しやすいように、訪問先等の名称

やＷＥＢサイトのＵＲＬなど必要な情報を掲載すること。 

   (ｴ)  受注者は、発信状況についての管理監督を行うこと。 

   (ｵ)  受注者は、発信内容に事実誤認等がないか、事前に確認を行うこと。 

   (ｶ)  発信内容は、公序良俗に反さないものとすること。 

   (ｷ)  その他、発信を円滑に実施するために必要と認められる支援。 

 

６ 実施報告 

受託者は、以下の通り、報告書を提出しなければならない。 

※形式は別紙指定様式参照 

（１）提出書類 

  ア 業務実施報告書（定期報告書） 

  イ 業務実施報告書（年次報告書） 

  ウ 清算書 

  エ 委託業務完了届 

 

（２）提出時期 

・業務実施報告書（定期報告書） 

４月～９月分      ―２０２５年１０月３１日（金） 

１０月～３月分    ―２０２６年３月３１日（火） 

・業務実施報告書（年次報告書）、精算書、委託業務完了届 

―２０２６年３月３１日（火） 

その他、委託者が必要と認め、受託者に対して、事業の状況報告を求めたとき。 

 （３）報告内容 

業務内容におけるリリース配信のイメージとリリース方法、メディア露出件数（媒

体別）と広告換算額、メディア取材支援件数、その他主な活動実績等 

※有力メディアへの露出など特筆すべきものがあれば概要、掲載紙面等を添付する

こと。 

７ その他 

  （１）個人情報等の保護 
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甲は、この委託業務によって知りえた個人情報及び通常秘密とされる企業情報を

この事業の目的外に使用してはならない。これは委託期間終了後も同様とする。 

  （２）損害賠償 

委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、委託者の責に帰すべきものを除き、

全て受託者の責任において処理すること。 

  （３）著作権の取扱 

円滑な事業の実施、成果の普及を図るため、この委託業務により生じた著作権に

ついては、原則として委託者に帰属させるものとする。 

  （４）協議事項 

この仕様書に定めのない事項又は業務の遂行に当たり疑義が生じた場合は、委託

者と受託者の協議によりその解決を図るものとし、当該協議が整わないときは、

委託者の指示するところによるものとする。 

以上 


